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平成２７年２月５日  

 

 

横浜市会議長  

佐  藤  祐  文  様 
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本委員会の付議事件に関して、活動の概要を報告します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

１  付議事件  

  米軍施設の跡地利用及び早期全面返還の促進等を図ること。  

 

２  委員会活動実績  

（１）平成２６年６月４日委員会開催  

ア  平成２６年度の委員会運営方法について  

平成２６年度の委員会運営方法について協議し、決定した。  

イ  市内米軍施設の現況等について  

政策局からの説明を聴取し、質疑を行った。  

（２）平成２６年８月１９日視察実施  

以下の施設及び区域等の概況について、上空より視察を実施した。  

・池子住宅地区及び海軍補助施設  

・旧深谷通信所  

・上瀬谷通信施設  

・鶴見貯油施設  

・瑞穂埠頭 /横浜ノース・ドック  

・根岸住宅地区  

・旧富岡倉庫地区  

・旧小柴貯油施設  

・小柴水域  

（３）平成２６年９月１９日委員会開催  

  ア  市内米軍施設に係る主な経過について  

    政策局からの説明を聴取し、質疑を行った。  

イ  旧深谷通信所の跡地利用について  

 政策局からの説明を聴取し、質疑を行った。  

ウ  政府に対する要望活動について  

要望活動の実施及び要望書の作成方法について協議し、決定した。  

（４）平成２６年９月２２日視察実施  

以下の施設及び区域について、視察を実施した。  

・上瀬谷通信施設  



- 3 - 

・旧深谷通信所  

（５）平成２６年１１月２１日視察実施  

以下の施設及び区域について、視察を実施した。  

・池子住宅地区及び海軍補助施設  

・根岸住宅地区  

（６）平成２６年１１月２６日委員会開催  

ア  市内米軍施設の現況等について  

政策局からの説明を聴取し、質疑を行った。  

イ  政府に対する要望活動について  

要望書（案）について協議し、決定した。  

（７）平成２７年１月２１日要望活動実施  

要望書の内容に基づき外務省及び防衛省に要望活動を行った。要望書の提出

に当たり、内閣官房を訪問し本市会の要望内容について説明を行った。  

  ア  内閣官房  

  （ア）対応者  

     菅  義偉  内閣官房長官  

（イ）コメント（概要）  

     深谷通信所と上瀬谷通信施設あわせて、みなとみらい２１地区の 1 . 7倍

もの広大な面積を有しており、大都市としては非常に貴重な空間であるの

で、その跡地利用に当たり国としてもできる限りの支援をしていきたい。  

イ  外務省  

（ア）対応者  

宇都  隆史  外務大臣政務官  

（イ）コメント（概要）  

 深谷通信所、上瀬谷通信施設の返還については、国と横浜市が長年にわ

たりともに取り組んだ成果であり、国としても喜ばしい。返還施設の跡地

利用についての支援も、関係省庁とも相談しつつ、取り組んでいきたい。  

ウ  防衛省  

（ア）対応者  

原田  憲治  防衛大臣政務官  



- 4 - 

（イ）コメント（概要）  

   上瀬谷通信施設については、返還に向け手続きを着実に進めていく。ま

た深谷通信所、上瀬谷通信施設の既存利用者や民有地権者の皆様に対して

は、引き続き丁寧に対応していく。  

（８）平成２７年２月５日委員会開催  

ア  市内米軍施設の現況等について  

政策局からの説明を聴取し、質疑を行った。  

イ  特別委員会報告書（案）について  

    報告書案について意見交換を行い、確定した。  

 

３  旧深谷通信所跡地利用基本計画の考え方  

本市では旧深谷通信所の跡地利用に向けて、泉区民や戸塚区民の意見を初めと

する市民意見のほかアイデアコンペの知見などを踏まえながら庁内において検討

を進め考え方を取りまとめた。この考え方を基本として、平成２６年度中の跡地

利用基本計画策定を目指し検討を進める。計画の検討に当たっては、次の点に留

意して計画を定めていく。  

・旧深谷通信所の歴史  

米軍施設が長期間にわたって存在してきた歴史を踏まえる。  

・地域の視点  

「泉区深谷通信所返還対策協議会跡地利用計画案」や「深谷通信所跡地利用

検討に係る戸塚区民意見」を初めとする市民の意見や要望をできる限り尊重

し、地域の実情を踏まえた計画とする。  

・全市的・広域的な利用の視点  

郊外部の活性化を初め超高齢社会、地球温暖化対策など、全市的・広域的な

課題に対応できる機能や施設を導入する。  

・市の財政負担の軽減  

本市の厳しい財政状況を踏まえ、財政負担が少ない施設計画や段階的な整備

など、効果的・効率的な整備を行う。  

（１）跡地利用全体のテーマ  

公園や広場等を中心に、自然、スポーツ、防災、交通、文化などに関連する
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機能を求める意見等をいただいていることから、全市的・広域的な視点を考慮

し、跡地利用全体のテーマを「緑でつながる魅力的な円形空間」とする。  

（２）整備する機能・施設  

  ・公園、その他施設  

緑豊かな公園を中心的な施設とし、自然、スポーツ・健康、防災、文化とい

う要素を備えた整備を検討する。  

  ・道路  

   外周道路は、車道や歩道の機能のほかに、健康づくりに寄与するウォーキン

グ、ジョギング、サイクリングが楽しめる、緑あふれる魅力的な空間を検討

する。  

 

４  委員会及び視察を通じた委員意見概要  

（１）基地対策全般について  

・池子住宅地区の基本配置計画案について戸数が 1 7 1戸になったが、あくまで

もアメニティーの向上を目的とした戸数減であり、その必要性、妥当性につ

いて示されていない。戸数が減じたにもかかわらず、横浜市の緑が 36.7ヘク

タール開発されてしまう。前提となる条件をしっかり確認し、必要性が示さ

れないのであれば返還ということになると思う。  

・米軍施設の土地についても本市の緑被率等の数字に含まれている。池子の住

宅建設もそうだが、今後の跡地利用も含めて市全体の状況に影響を与える内

容である。  

・池子の新たな住宅建設について、全く進んでいない。計画変更があったとい

うこともあるが、池子の建設が進まないと根岸住宅地区の返還に影響がある

のではないか。  

  ・根岸住宅地区にある４カ所のゲートのうち２カ所のゲートが８月に閉鎖され

たことについて、米軍施設に囲まれた非提供地の日本人居住者からは生活に

支障が出ていると聞いている。局長みずから国に要請されたことは非常に評

価できるが、引き続き要望をしていただきたい。  

  ・根岸住宅地区そのものの閉鎖について、居住者が米軍と同じライフラインを

使用しているということを十分考慮し、実際に閉鎖された際の具体的なシミ
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ュレーションを行い、生活に支障が出ないよう要請してほしい。  

・横浜ノース・ドックは陸軍が使っているが、バックヤードである相模補給廠

が返還に向かっており、利用頻度が少なくなってきているのではないか。東

日本にある陸軍の基地は横浜ノース・ドックしかないが、利用頻度が少なく

なっているのであれば海軍の横須賀基地の一部を共有してもらうなどの運動

もしていくべきではないか。  

・海側から横浜港を見ると、みなとみらいを初めとした大変美しい風景が広が

るが、その中でも横浜ノース・ドックは横浜市にとって貴重な場所に位置し

ている。観光都市として横浜港全体のレベルアップを考える必要がある。課

題も多いが、それを踏まえた上でも強く要望してほしい。  

・長年にわたって横浜市が基地を提供し、市民生活やまちづくりに対して影響

があったという歴史を考えると、早期返還の取り組みの必要性は高まってい

る。横浜のまちづくりにとって、横浜ノース・ドックがあることは大きな支

障になっているので、早期返還に向けて粘り強く努力していく必要がある。  

・北富士演習場の訓練車両の搬入などで横浜ノース・ドックは利用されている

ように思われるが、横浜市にとって非常にすばらしい土地であるので、返還

に向けては引き続き情報等収集をしながら強く要望してほしい。  

・小柴水域は旧小柴貯油施設のための水域であったと理解している。旧小柴貯

油施設は既に返還されているのだから、水域についても返還に向けて強く要

望をしておかないと、このまま取り残されてしまう懸念がある。  

・オスプレイの飛来について情報が大変不足しており、市民の心配が大きい。

事前に飛行情報の提供があることは多くの市民が求めている事項でもあるの

で、引き続き国に強く要望してほしい。  

  ・オスプレイは転換モードが危ないと言われており、沖縄では民家の上空を転

換モードで飛行しないという取り決めがあると聞いている。沖縄と同様な縛

りの中で飛行がされるように、国への要請などの取り組みを行ってほしい。  

  ・オスプレイの飛来について関係自治体と国に要請をした際、国の回答は米軍

への申し入れはしているが運用上の理由から事前の情報提供に限界があると

のことであったが、引き続き対応をお願いしたい。  

・金沢区対策協議会から提出された要望内容を１月に国に要請したとあるが、
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都市計画道路横浜逗子線の整備については交通量がふえる可能性があり切実

な要望であるので、引き続き国に地元の要望をきちんと伝えてほしい。  

・旧深谷通信所、上瀬谷通信施設の返還や本格的な跡地利用計画の策定などを

見据えた当局の基地対策部門の体制強化を検討してほしい。まちづくりの部

門、地元対策の部門、返還関連の業務を担う部門など、進捗に応じた人員配

置が必要である。現状も区局横断のプロジェクトチームなどによる対応を行

っているようだが、横浜の将来を見据えた体制をしっかりと組み、市民の期

待に応えられるようにしてほしい。  

（２）跡地利用について  

  ア  旧深谷通信所  

   ・土壌汚染や地下埋設物の調査にかかる経費について、次年度予算の概算要

求内容が示されていないが、その内容を横浜市がきちんと把握しておかな

ければ、今後の跡地利用に向けたスケジュールも示されないということに

なる。現在利用している方々にとっても非常に重要な情報であるので、し

っかりと要望をしてほしい。  

   ・鉄塔以外の構造物についても、国が責任を持って撤去を行うよう要望をし

てほしい。  

   ・野球場や菜園について平成２７年３月に原状復帰をして戻すと聞いている

が、埋設物等の調査を行うまでの間、現在野球場を管理されている方々が

行っている草刈り等々の管理が全くされず、荒地になってしまうと環境が

非常に悪化すると思うので、しっかりと国と協議を行ってほしい。  

・野球場の跡地利用計画案を前提とした暫定利用について強い要望が地域か

ら出されていると思うが、返還前と返還後では状況が異なるし、国有財産

をそのまま対応し続けるのは難しいというのはよくわかるが、そこに市が

絡んで、公的な役割、公的な管理の方法について知恵を出して、今実際に

使われている市民の立場で対応してほしい。  

・跡地利用計画の検討に当たり、７０年にわたって地域の方たちがいろいろ

不便な思いをしてきたという歴史にも目を向けて計画がつくられていかな

ければいけないし、これから地域の人がどう使えるのか、使ってきた人た

ちが今後どうしていくのかということまで含めて、暫定利用についても進
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めてほしい。  

   ・使用用途によって国からの土地の提供については無償、有償、さらに有償

についても割合が異なるといった違いがある。何の用途で計画しその面積

がどの程度なのか概算金額を押さえておく必要がある。また、道路整備に

ついては土地代が無償であっても道路をつくるのには市費がかかる。スポ

ーツ公園にするにしても同様である。跡地利用計画案の策定に当たって郊

外部の活性化を掲げていることもあるので、市の財政負担軽減を考えると、

例えば世界の花博など国レベルの事業を誘致し基礎となるインフラをある

程度国に整備してもらうという発想もあるだろう。  

・跡地利用の検討に当たっては周辺道路の整備も大変重要で、環状３号線に

ついてはぶつ切り状態である。横浜環状北線、横浜環状北西線、横浜環状

南線などもあり、道路局も大変なのは承知しているが、かまくらみちは名

前のとおり鎌倉時代からある道なので道路整備を真剣に考えてもらいたい。 

・跡地整備について、上瀬谷通信施設の返還も控えている中では市費での負

担をできるだけ抑えて国費を入れていくような手法を検討する必要がある。

東京都の昭和の森公園のように、例えば平成の森公園として国営公園の整

備を行うとなれば、ほぼ全額国費で整備が可能になる。  

・跡地利用について、地元では何かしらの経済活動を有するような大型商業

施設などをイメージしてしまう部分もある。現在の用途地域が市街化調整

区域であることを前提とした機能ということで、そういったものの誘致は

行わないということになるのか。  

・公園型墓園の整備について、納骨方法は慎重に検討をしてほしい。納骨方

法が土と同化する場合、墓地の移転は不可能になってくる。墓地の移転は

極力行わないのがよいが、そういう事態になったときに動かせるような墓

園のほうがよいのではないか。  

・公園整備に当たっては、防犯の観点を入れてほしい。大きな公園になると

遠方からお子さんを連れて来られる方もいる。公園の防犯の専門家などの

視点を入れた安全対策を進めてほしい。  

・公園の喫煙対策について、愛護会や地域の方々の意見もよく聞きながら今

後の整備を進めてほしい。  
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・平成２７年度から土壌調査が行われるとのことだが、スケジュールや暫定

利用についての取り組みの考え方等については地域に対してなるべく早く

示してほしい。  

・防衛省から示された地下埋設物の調査方法が磁気探査や地中レーダー等を

利用したものであるため、野球場については暫定利用として継続して使え

るということであるが、市民の声を真摯に受け止めた現実的な対応である

と思う。今後は公平な使い方を関係者等と詰めていく必要があると思うが、

団体や住民の方への周知方法や時期などについては引き続き丁寧に行って

ほしい。  

・管理柵の設置によって地元の方が使用している通路が通行しにくくなるこ

とが懸念されるので、日常生活に支障がないよう地元と相談しながら進め

てほしい。  

・平成２７年度は鉄塔を撤去するとのことであるが、鉄塔以外の建物の取り

扱いはどうなるのか。実施主体が財務省になるのか防衛省になるのか未定

とのことであるが、平成２８年度以降もしっかりと進めてほしい。  

・駐車場について、現在は野球場利用者が使用していると思うが、暫定利用

を行う中で、今後は個人利用もできるようにするのかなど、関係団体と丁

寧に相談をしながら、きちんとルールを決めて対応してほしい。  

・広域避難場所として指定されていること、木造密集市街地がすぐ近くにあ

ることから、管理柵の設置がどのような形になるのか心配している。広域

避難場所としての機能がきちんと果たせるよう、柵の形状、設置位置など

を具体的に示しながら地域に説明をしてほしい。  

・野球場の使用については団体が一括して米軍と契約していたとのことであ

るが、きちんとした区画で整備したグラウンドではないので、現状の変更

をすることなく管理柵を設置するのは難しいのではないか。ある程度まと

まった範囲で設置するなど、工夫してほしい。  

・現在区が設置している防犯灯についてはそのまま設置を存続するとのこと

であるが、歩行者用の夜間照明であるので、そのようにお願いしたい。  

  イ  上瀬谷通信施設  

・上瀬谷通信施設が平成２７年６月末に返還となっても、土壌調査や埋設物
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の撤去などがあるため、跡地利用までには早くても５～６年、場合によっ

ては１０年ぐらいかかるのではないか。上瀬谷は３団体 5 0 0チームぐらい

が野球場として使っており、返還後次の事業が始まるまで国に使わせてほ

しいと要望している。各団体は最終的に国に返還するときにはフェンス、

バックネット等を全部撤去するという内容で要望しているし、現状も毎週

のように草刈りをしてきれいに維持管理している。返還によって何にも使

えなくなり、草がぼうぼうになってしまうというのは大変残念なことであ

るので、国と市がよく連携して対応をしてほしい。  

   ・上瀬谷の農地は民有地であり、地権者の方が 2 5 0人いる。この間の各農業

専用地区協議会と国の話し合いでは、高齢化や後継者がいないといった問

題、農業専用地区という制約があるが農業を継続するのが困難であるとい

う声も聞かれた。農地を生かしていくという市の跡地利用の方針があるが

相当な支援策を考えていかない限り農業は継続できない。また上瀬谷の農

業専用地区は電気、水道などのインフラもなく一般の都市農業とは異なる

環境下にある。 1 0 0ヘクタール以上の貴重な農業専用地域をどうしていく

のかということは本市として早急に考えなければいけない問題である。  

   ・上瀬谷の農家は返還後にどうなるのかということを非常に心配している。

単に農業を続ければいいという考えだと、恐らくほとんどがやらなくなっ

てしまう。最終的なものでなくてもよいので、返還までには本市としての

将来的な意向、方向性を示していかないといけない。  

・上瀬谷のウド栽培について、先般市長が継続できるようにしたいと言及さ

れていたが、電波障害などもある中で地元の農家が工夫して地下での耕作

を始めたものであり、地域の大切なブランド作物でもある。引き続き耕作

が可能となるよう国と協議をしていただきたい。瀬谷の名産のウドがなく

なってしまうのは横浜市としても大きな損失である。  

  ウ  旧小柴貯油施設  

・跡地の公園計画の意見募集が行われているが、平成１９年に返還されてか

ら公園計画ができるまで９年というのは余りにも時間がかかり過ぎている。

今後の跡地利用計画はもう少し早目にしてほしい。  

   ・隣接する柴トンネルはトンネルの奥に家もあり、路線バスの折り返し地点
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として使っている現状があるので、早急に修復と管理を行ってほしい。  

   ・民有地が約１ヘクタールあるが、公園整備に向けての住民意見は一致して

いると思うので、なるべく早く事業を進めてほしい。  

  エ  旧富岡倉庫地区  

   ・物揚げ場が横浜市中央卸売市場南部市場と隣接しており、平成２７年３月

に市場機能がなくなる南部市場との一体的な活用なども検討できるのでは

ないか。  

   ・跡地利用について、返還から５年程度経過しているが横浜市衛生研究所が

できた以外はあまり進んでいない。せっかく返還されたのだから、近隣住

民が返還後の変化を実感できるよう、早急に進めてほしい。  

  オ  跡地利用全般  

   ・旧深谷通信所の返還は急な決定であったこともあり、現在使用している菜

園や野球場については返還後も平成２７年３月まで使用可能とすることで

調整が進んでいる。今後は土壌汚染の調査を防衛省が、埋設物・構造物の

撤去などを防衛省または財務省が協議した上で実施するようであるが、旧

小柴貯油施設は土壌汚染の調査に約３年を要しているし、旧深谷通信所、

上瀬谷通信施設についても調査には相当の年月を要するのではないか。全

ての調査、撤去が終わり跡地利用が決まるまでの間は、今まで利用してい

る人たちが引き続き暫定的な利用をして構わないというのは当然の流れで

あろう。一方で、跡地利用については早急に横浜のまちづくりや市民生活

にかかわるさまざまな施設づくりなどを検討していかなければならず、今

後は暫定利用と跡地利用を同時並行で進めていく必要があるだろう。  

・平成２７年は戦後７０年という一つの区切りでもあるので旧深谷通信所、

返還が予定されている上瀬谷通信施設について市民にしっかりと返還のア

ピールができるような事業を考えてほしい。  

 

５  別添資料  

横浜市内米軍施設に関する要望書  
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６  まとめ  

横浜市会は、第二次世界大戦後に進駐した連合国軍により港湾施設や中心市街

地などが広範囲にわたり接収されて以来、横浜市民共通の念願であり、市政の重

要課題である市内米軍施設の早期返還に取り組んでおり、これまでに多くの返還

を実現してきた。  

平成１６年の返還合意から約１０年を経て、平成２６年６月には深谷通信所の

返還が実現したが、横浜市内には今なお５施設、 3 9 3ヘクタールに及ぶ米軍施設

が存在し、市民生活に多大な負担をかけるとともに、まちづくりにも大きな制約

を与えている。  

また、上瀬谷通信施設についても平成２７年６月末までに返還するとして具体

的な時期が示されているところであるが、引き続き地域住民や地権者に対して関

係 機 関 が 連 携 し て 丁 寧 な 説 明 を 行 い な が ら 着 実 に 返 還 に 向 け た 手 続 を 進 め る 必

要がある。その広大な面積の跡地利用については、これまで基地により制限され

てきた基盤整備が促進される手法について国に対して強く要望するなど、今後も

本 委 員 会 に お い て 横 浜 の 将 来 を 見 据 え た 慎 重 な 議 論 を し て い く 必 要 が あ る と 考

えている。  

また本年１月には昨年に引き続き政府に対する要望活動を実施した。横浜市民

の長年にわたる負担を早期に解消し、返還後の跡地の管理や利用においても新た

な負担を生じさせないため、市内米軍施設の返還と跡地利用の促進及び横浜市民

の基地負担の軽減に向けて要望を行ったところである。  

今後も横浜市会としては、市内米軍施設の早期全面返還、返還後の跡地利用の

促進及び米軍施設とその周辺の安全対策の徹底などを図るために、引き続き国に

対して働きかけを行うなど、積極的かつ継続的に活動していくべきである。  
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○  基地対策特別委員会名簿  

  委 員 長  五十嵐  節  馬  （民主党）  

  副 委 員 長  草  間    剛  （自由民主党）  

   同    行  田  朝  仁  （公明党）  

  委  員  梶  村    充  （自由民主党）  

   同    川  口  正  寿  （自由民主党）  

  同    佐  藤    茂  （自由民主党）  

  同    髙  橋  徳  美  （自由民主党）  

  同    竹  内  康  洋  （公明党）  

  同    望  月  康  弘  （公明党）  

   同    花  上  喜代志  （民主党）  

   同    麓    理  恵  （民主党）  

   同    磯  部  圭  太  （未来を結ぶ会）  

   同    古  谷  靖  彦  （日本共産党）  

   同    横  山  勇太朗  （みんなの横浜）  
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平成２７年１月 
 

横浜市会 

別添資料  



 

－ 1 － 

 

 

 

横浜市会は、第二次世界大戦後に進駐した連合国軍により、市の中心部や

港湾施設などが広範囲にわたり接収されて以来、横浜市民共通の念願、市政

の重要課題として市内米軍施設の早期返還に取り組み、これまでに多くの返

還を実現してきました。 

昨年６月には、深谷通信所の返還が実現しましたが、横浜市内には今なお

約4 0 0ヘクタール近くの米軍施設が存在しており、いまだ、市民生活に多大

な負担をかけるとともに、まちづくりにも大きな制約を与えています。 

ついては、横浜市民の長年にわたる負担を早期に解消し、返還後の跡地の

管理や利用においても新たな負担を生じさせないため、横浜市内米軍施設の

返還と跡地利用の促進、並びに、横浜市民の基地負担の軽減に関し、次の事

項の実現を強く要望します。 

 

 

 平成２７年１月２１日 

 

 外 務 大 臣  岸 田 文 雄 様 

 財 務 大 臣  麻 生 太 郎 様 

 国土交通大臣  太 田 昭 宏 様 

 防 衛 大 臣  中 谷   元 様 

 

 

               横浜市会議長 

                 佐 藤  祐 文 
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Ⅰ 市内米軍施設の返還と跡地利用に関する要望 

１ 市内米軍施設・区域の早期全面返還の促進 

(1) 平成１６年１０月に返還方針が合意されている施設・区域の返還 

平成１６年１０月に、日米合同委員会において市内米軍施設６施設・区域を対象に

返還の方針が合意された。その後、横浜市会による政府に対する要望等により、平成

１７年１２月に小柴貯油施設、平成２１年５月に富岡倉庫地区の返還が実現した。 

また、昨年４月の新たな日米合意により、深谷通信所の返還が６月に実現するとと

もに、上瀬谷通信施設についても本年６月末までに返還するとして具体的な時期が示

された。上瀬谷通信施設の返還に向け、着実に手続を進めるとともに、これまで負担

を強いられてきた民間土地所有者や旧深谷通信所、上瀬谷通信施設の既存利用者に対

する十分な説明と丁寧な対応を行うこと。 

更に、残る根岸住宅地区、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地につ

いても返還を速やかに実現すること。 

(2) 返還合意施設以外の施設・区域の返還促進 

返還合意施設以外の瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドック、鶴見貯油施設、池子住宅地区

及び海軍補助施設の横浜市域、小柴水域の早期全面返還を促進すること。 

特に瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドックについては、都心部臨海部の再生・発展に欠か

せない重要な場所に位置していることから、返還に向けた具体的な検討を行うこと。 

２ 米軍施設周辺の生活環境の維持向上 

(1) 上瀬谷通信施設における都市計画道路環状４号線整備に向けた協力 

上瀬谷通信施設における都市計画道路環状４号線の整備については長年の懸案と

なっていたが、平成２３年８月に、日米合同委員会において土地の一部を共同使用す

ることが合意された。 

当該地域は、周辺道路の混雑が激しいことから、市民生活の利便性向上のため、早

期整備完了ができるよう引き続き協力すること。 

(2) 根岸住宅地区に囲まれた日本人居住者への適切な対応 

根岸住宅地区に囲まれた土地に横浜市民の方々が居住されており、日常生活上の

様々な制約を受けている。昨年８月には、根岸住宅地区のゲートの一部が突然閉鎖さ

れ、日常生活における利便性が大きく損なわれる状況が生じている。居住者の生活環

境の改善に向け、居住者の声を十分聴き、国の責任において適切な対応を行うこと。 

(3) 災害等に対する協力と情報提供の徹底 

災害や感染症等の発生に対して、本市の災害対策等への協力及び適切な情報提供に

努めること。 

(4) 米軍施設及びその周辺における安全対策の徹底 

安全で快適な市民生活の実現に向け安全対策の徹底を図ること。 

３ 民間土地所有者への配慮 

民間土地所有者の抱える課題・要望（返還後の土地の原状回復の取り扱いなど）を

把握し、返還後の土地利用等に支障を来たさないよう、適切な対応に努めること。 

特に上瀬谷通信施設については、返還時期が迫っていることから、返還に係る手続

や返還後の土地利用に不安がないよう説明会を開催するなど丁寧な対応を行うこと。 
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４ 跡地の適正管理と実態把握 

返還後の跡地については、跡地における事業実施までの間の防犯・火災予防等に万

全を期すこと。また、旧深谷通信所や返還時期が示された上瀬谷通信施設等における

土壌、工作物等については、実態を明らかにするとともに、今後の利用の支障となら

ないよう撤去するなど適切な措置を講じること。さらに旧小柴貯油施設や旧富岡倉庫

地区は、土壌汚染調査結果を踏まえて、引き続き、適切に対処すること。 

５ 返還国有財産の優遇処分 

戦後の接収以降、横浜市民は多大な負担を被ってきており、そのような経緯を踏ま

え、返還国有地については、横浜市に対して無償による譲与を行うなど土地処分にお

ける更なる優遇措置を講ずること。特に広大な国有地を有する旧深谷通信所及び上瀬

谷通信施設の処分条件について配慮するとともに、旧小柴貯油施設の具体的な処分手

続においては、橫浜市の意向を反映するよう十分協議を行うこと。 

６ 跡地利用に対する支援 

旧深谷通信所、上瀬谷通信施設はあわせて約3 2 0ヘクタールと「みなとみらい２１

地区」の1 . 7倍に相当する広大な面積を有することから、跡地利用に当たって、本市

が実施する事業に対する財政支援など特段の配慮と支援を行うこと。 

また、国営公園、広域的な防災拠点整備など国の直轄事業を実施すること。さらに、

国レベルのイベント開催等により、これまで基地により制限されてきた基盤整備の促

進を図ること。 

７ 適時・適切な情報提供 

米軍基地に係る問題は、市民にとって大変重要な事柄であることから、市民への説

明責任を果たすためにも、なお一層、適時・適切な情報提供に努めること。 

 

Ⅱ 米軍による環境問題等に関する要望 

１ 米軍に対する環境関係法令の適用 

基地内で環境汚染が発生すると、地域住民の健康や周辺の環境に大きな影響を与え

るおそれがある。 

基地内及び基地周辺の生活環境の保全及び安全確保のため、米軍においても生活環

境の保全に関する国内法令が遵守されるよう、早急に日米地位協定を見直すこと。 

また、日米地位協定の見直しが難しい場合は、環境に係る特別協定などにより、事

実上改正と同様の効果を持つ対策を講じること。 

２ 米軍人等に対する教育等の徹底 

平成２５年度以降、横浜市内において米軍人等による犯罪や迷惑行為等は発生して

いない。 

引き続き、市民生活に不安を与えないよう、教育・研修に努め、真に実効性のある

対策を講じ、事件等が発生しないよう努めるとともに、その具体的な対策等について

情報提供を行うこと。 
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資料１ 横浜市内米軍施設位置図 
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資料２ 横浜市内米軍施設の面積・施設数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 民間土地所有者数 

 

    ○上瀬谷通信施設 約 250人     ○根岸住宅地区 約 180人   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現在、上記のほかに小柴水域、横浜ノース・ドック専用水域がある。 


